
せんないわた

る。

4 船内i'I'仕，船内労務者 ( longshoreman)

船船内で直接貨物を取扱う人夫である。ステベドアーに悦;Hì

のものもあるが， 一般に日原として自由に履HJ されるものが多

い。一ーム港湾主ß送事業法。

参考文献巡輸省編荷役作業。(今留光図)

せんないわたし 船内渡 船主illlJ とf，lj主!lUJ との船舶巡送貨物

の受渡しが， jiiJ処で行われるかによって権船!ltlJ ìJ.ß' . 船内波 ・ 倉

波に区分される。

船内波は船紛(せんそう)内において貨物の荷i度が完了する契

約である。すなわち船舶が着泌すれば荷受人は自ら船内人夫を

供給し，はしけを手配して陸織するもので， 万炭 ・ 鉱石 ・ 散物

貨物等は一般にこの方法で荷波が行われることが多い。

参考文献 村上孝一 ・ 須賀一正恭二 海巡の尖務。(今官l光国)

ぜんにほんかんこうれんめい 全日本観光連盟 観光事業

を指滋T守成し， その健全な発注をはかることを目的と して昭和l

2 1 ・ 6 設立された社団法人である。本部は東京都千代悶区， 支部

は札幌 ・ 仙台 ・ 東京・名古屋 ・ 大阪 ・ 広島 ・ 高松・門司にある。

会民は都道府県または主主E観光地区を単位とする有力な観光機

関，地方自治体および木会の趣旨に賛同する文化 ・ 産業 ・ 運輸

その他の関係自i休である。

~IÇ業内容のおもなものはつぎのとおりである。

1 観光事業仮興のため国会 ・ 政府その他内閣観光事業審議

会 ・ 道路苦手議会 ・ 鉄道建設群議会 ・ 航空審議会 ・ 国立公国中央

得議会等の政府諸俊傑lに対し閥目的および要望を行う 。

2 印刷物の配布 ・ 観光夏季大学 ・ 都政会・稀座等の開f!lL

新聞Îiý，送の手IlffJ . 各在llHIlし物の開催により観光観念の狩及を行

う。

3 サービス ~~/t習会 ・ パスガイドコンクーノレやを BMilli し，接

i邑サーピスの改普をはかる。

4 観光土産(みやげ)品の改善指導 ・ 観光施設の改善弊悩 ・

観光資源の保護開発 ・ 観光事業に|測する調査研究を行う。(高橋

芳雄)

せんにんけん 先任権 ある職場またはある事業体において，

車l服t年数の長い人は勤続年数の短い人よりも ， ある有利な優先

権を認めようとするものである。先任権を与える目的は，長い

間勤務した人に対して，最大限にその職場を保障し，労働条件

の選択等にあたってはなるべく勤絞年数を尺皮として迎用し，

使用者のti'j突や筏端な差別待過をな くして ， 人事関係の公正を

Jmそうとするものである。

国鉄における先任権および先任l順位はつぎのようにして定め

られている。

先任権のおよぶ範囲すなわち先任順位の単位は， 非現業で職

名を有しないものは，局または奴を lìí(立として設定し，現業で

職名を有するものについては，鉄道管1m局または工場等の中に

おけるー職名をー単位として設定する。

先任順位の基となる勤務年数は，その単位に就任した日を始

Jt!J として，実際に勤務した矧間をもって計算されるが，兵役j明

間 ・ 休戦JtjJ間 ・ 組合専従j!JJf甘l等， べつに定められた期!日1はとく

に勤務したものとして，勤務年数の中に入れられる。また買収

その他で国鉄に引継がれたものの引継前のJtlJ間 ， および人事交

流により官公庁に勤務した JtlJ聞は， 全部国鉄に勤務したものと

して勤務年数に lÎ~入される。

先任順位は年 1 回， 毎年 4 月 1 日現在において単位ごとに計

J~ し，先任順位名簿を作製して，職員に閲覧させることになっ

ている。

先任i加工希望退職した場合， 懲戒免職となった場合，および

勤務成献が若しくよくないため，またはすべての職務に必要な

巡絡性を欠くため免職にされた場合には消滅し，休戦者・無給

職員等についても先任権は消滅せず，国鉄の業務上の昔I1合によ

り免職された者は，退職時の先任権を退職後もそのままもちつ

づけることになる。

先任権が使用される場合としては，日本国有鉄道法第 29 条第

4 号により免職された者， すなわち業務設の減少その他経営上

やむを得ない~l羽生lが生じたため免職された者は，免職後 2 年以

内に，免職された職の新規採用がある場合には， 免職時の先任

椛により ，優先雇用されることになっている。(lm!i島誠次郎)

せんぱくあんぜんほう 船舶安全法 船舶は海上において11・

重な人命と財貨を見ßび，または特殊の用途に従事するもので，

陸上におけるよりもある怠味においては危険に迦過するもので

ある。それで船舶の別途 ・ 併造 ・ 大きさ ・ きっ7.K~~に応じ ， 船

体;k;よび蛾|刻の桝造について安全である純凶内での最低限度を

定め，通常起り得る危険に湛えて安全に航海するこ とができ，

かつ万一船が沈没しても船内の人命を礁保するための設備につ

いて，その基準を定めたものが紛舶安全法である。本法の第 l

条に L 日本船舶は本法に依りその堪航性を保持し， かつ人命の

安全を保持するに必要なる施設を為すに非ざれば，これを航行

の j刊に供することを得ず1 と規定するが，これは上記の点を明

らかにし ， 木法をl't <指導精神ともいうべき規定である。

現行船舶安全法(法律第 11 号)は昭和 8 ・ 3 に制定されたもの

で，従来の船舶検査法，船舶満載き っ水線法， 船舶無線電信施

設i去および明治 6 年第 292 号布告危容物品の紛般にl刻する規定

を廃止するとともに， これら諸法規の内容を自主砲統ーして単一

法典とし，なお， L海上に於ける人命の安全のための国際条約1

および L国際減収吃水(きっすい)線条約1 にもとづいて要求さ

れる各般の事項をも採り入れられたものである。

;;1<:法規定の概裂はつぎの とおり である。

1 船舶の慨造および設備 総;トソ数 5t 未満の船舶，櫓綴

(ろかい)で巡転する船，倉庫船，禦留保Hけいりゅうせん) ， 被

曳船，はしけ，その他これに準ずべき船舶を除 くいっ さいの船

舶は ， -~の間造および設備を強制jされる。

2 満載吃水線の傑示 過!rtによる船舶の避難を防ぐために

遠洋区域，または近海区域を航行する総ト γ数 150 t 以上の船

自由は，満載吃水線の際示を強制されている。ただし特殊な用途

に供せられる船舶は除外される。

3 無線電信の施設 つぎの船舶は原flI1 として無線電信の施

設をしなければならない。 (1) 遠洋区成または近海区域を航行

する総ト γ数 1 ，600 t 以上の船舶 (2) 遠洋区成または近海区

域を航行する旅客船 (3) 総 ト γ数 100 t 以上の漁船 (4) 以

上のほか旅客船または総トソ数 500 t 以上の船舶で国際航海に

従事するもの。

4 航行区域 船舶の航行区成を平水・ 沿海・近海および遠

洋区成の 4 僚に区分する。

5 liz大とう 載人民 航行区成と設備に応じて船舶にとう載

できる旅客と船員の数を限定し，この人民をこ えて とう依する

には特別の許可を要する。

6 汽l王の制限 蒸気儀闘によって純逃する船舶では，汽缶

の使悶圧力の最大限度を定めて，船舶検査部:に記載する。

7 紛舶の検査 船舶の検査を定期j ・中間 ・ 特殊船 ・ 臨時お

よび製造検査に区分し，船舶所有者は船舶について所定の検査

を受け， 船舶検査証を受有しなければその紛を航行の周に供す

ることはできない。
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